
場所：いずれも１３：３０～１５：００ 

場所：平良市民センター　大研修室 

対象：どなたでも（できれば２回通して参加） 

定員：２０名 

申込・お問合せ：平良市民センター　電話：３１－１２５１ 

主催：平良市民センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

くらしの安心・安全講座
　日々の暮らしの中で情報は変化していきます。最新の情報を

得ることでくらしの安心・安全に備えましょう

第１回 

「自転車の新しい制度（道路交通法改正）について 

　～自転車マナーを楽しく学ぶ～」 

とき：３月５日（木） 

内容：・道路交通法改正に伴う自転車の交通マナーの要点 

・平良地域周辺を自転車で安全に走行するために 

～危険箇所の確認～ 

講師：人権・市民生活課　くらし安全指導員　　後藤　秀信さん 

政重　伸幸さん

第２回 

「特殊詐欺・消費者トラブルに遭わないためのＡＢＣ」 

とき： ３月１１日（水） 

内容：【防犯】 

・特殊詐欺の対策、最新の手口 

　　　　・廿日市市の特殊詐欺の発生状況 

　　 【消費生活】 

　　　　・１回限りと思って注文したら・・・！ 

　　　　・何でも買い取るという電話が・・・！ 

　　　　・「屋根瓦がずれていますよ」と業者が訪問・・・！ 

講師：消費生活センター 

　　　人権・市民生活課　くらし安全指導員　丸山　哲司さん 

　　　　　　　　　　　　消費生活相談員　　川村　佐和子さん

※手話通訳、要約筆記が必要な方は、３週間前までにご連絡ください。 
受付時間：平日９：００～１７：００　※休館日（祝日・年末年始は除く）（TEL）31-1251  (FAX)３1-1532 

参加 

無料


